
 

 

北海道消防防災ヘリコプター運航管理要綱 

 

第１章 総 則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、北海道消防防災ヘリコプター（以下「防災ヘリ」という。）の安全かつ効果的な運

用を図るため、防災ヘリの運航管理等について必要な事項を定めるものとする。 

（他の法令との関係） 

第２条 防災ヘリの運航管理については、航空法（昭和27年法律第231号。以下「法」という。）その他関

係法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（用語の定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 航空機等 

   防災ヘリ、防災ヘリ用装備品、消防活動用装備品、防災ヘリに係る附属品及び部品並びに整備工具

その他の防災ヘリの整備に必要な物品をいう。 

 (2) 航空消防活動 

   防災ヘリを用いて行う消火、救急業務、人命の救助、情報収集、輸送その他の消防の活動（これら

の活動に係る訓練を含む。）をいう。 

 (3) 航空消防活動従事者 

   防災ヘリに乗り組んでその運航又は航空消防活動に従事する者をいう。 

 (4) 航空従事者 

   法第２条第３項に規定する航空従事者をいう。 

 (5) 救急救助員 

   航空消防活動従事者のうち、消防吏員の身分を有する者をいう。 

 (6) 自隊訓練 

   総務部危機対策局危機対策課防災航空室（以下「防災航空室」という。）が航空消防活動従事者の

基本技術及び応用技術の習得を図るため、独自で行う訓練をいう。 

 (7) 共同運航機関 

   「北海道消防防災ヘリコプターの共同運航に関する協定」（平成30年１月９日危対第2413号及び道

本地（企）第152号）に基づき防災ヘリを共同で運航する北海道警察本部警備部航空隊をいう。 

 

   第２章 防災航空隊 

（防災航空隊の設置） 

第４条 防災航空室に、防災航空隊を置く。 

２ 防災航空隊は、航空消防活動従事者たる操縦士、整備士及び救急救助員で構成する。 

３ 防災航空隊に、隊長及び副隊長を置く。 

４ 隊長及び副隊長は、防災航空隊の構成員（以下「隊員」という。）のうち救急救助員の中から総務部

危機対策局危機対策課防災航空室長（以下「防災航空室長」という。）が指定する。 

（隊長及び副隊長の任務） 

第５条 隊長は、防災航空隊の活動を総括するものとする。 

２ 副隊長は、隊長を補佐するものとする。 

３ 隊長に事故あるときは、防災航空室長があらかじめ指定する副隊長がその職務を代理するものとす

る。 

 



 

 

   第３章 運航管理体制 

（総括管理者） 

第６条 防災ヘリの運航管理の総括は、危機管理監（以下「総括管理者」という。）が行う。 

（運航責任者） 

第７条 防災航空室に運航責任者を置く。 

２ 運航責任者は防災航空室長をもって充てる。 

３ 運航責任者は、防災航空隊の指揮監督、防災ヘリの出発の承認、航空消防活動の中止の指示、航空機

等の維持管理など、防災ヘリの運航及びその安全に関する事務を統括するものとする。 

４ 運航責任者に事故あるときは、防災航空室長が予め指定する者がその職務を代理するものとする。 

（運航安全管理者） 

第８条 防災航空室に運航安全管理者を置く。 

２ 防災航空室長は、共同運航機関が指定した航空従事者を、運航安全管理者に指定するものとする。 

３ 運航安全管理者は、防災ヘリの運航の安全を確保する観点から、運航責任者を補佐するとともに、次

の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 運航責任者、機長その他の航空従事者に対する防災ヘリの運航、航空消防活動の実施、航空消防活

動従事者の健康管理、各種計画の立案、その他必要と認める事項に関する助言を行うこと。 

 (2) 飛行計画を承認すること。 

(3) 防災ヘリの運航に必要な関係機関への連絡及び申請等の手続きを行うこと（北海道が要請した他機

関の航空機の運航に係るものを含む。）。 

(4) 上記の業務に必要な調査研究等を行うこと。 

(5) その他防災ヘリの運航の安全に関すること。 

４ 運航安全管理者に事故あるとき、又は運航安全管理者が操縦士として防災ヘリに乗り組む場合は、防

災航空室長が予め指定する操縦士がその職務を代理するものとする。 

（安全担当者） 

第９条 防災航空室に安全担当者を置く。 

２ 防災航空室長は、共同運航機関が指定した航空従事者を、安全担当者に指定するものとする。 

３ 安全担当者は、運航安全管理者を補佐し、防災ヘリを安全に運航するために必要な情報の収集及び整

理並びに航空従事者等に対する当該情報の提供に関する業務を行う。 

 

  第４章 防災ヘリの運航 

（乗務体制） 

第10条 運航責任者は、防災ヘリを運航させるときは、その都度、防災ヘリに乗り組む隊員を指定するも

のとする。 

２ 運航責任者は、別に定める要件を満たす操縦士２名及び整備士１名を必ず防災ヘリに乗り組ませなけ

ればならない。 

３ 運航責任者は、前項の操縦士のうち１名を機長に、他の１名を副操縦士に、それぞれ指定するものと

する。 

（機長の責任と権限） 

第11条 機長（機長に事故等があるときは、機長に代わってその職務を行うべきものとされている者。以

下本要綱において同じ。）は、防災ヘリの飛行につき、すべての責めに任ずる。 

２ 機長は、防災ヘリに乗り組む隊員及び隊員以外の者（以下「搭乗者」という。）に対し、飛行の安全

上必要な指示を行うことができる。 

３ 搭乗者は、防災ヘリの飛行に関しては、機長を指揮してはならない。 



 

 

（航空消防活動指揮者） 

第12条 運航責任者は、防災ヘリに乗り組む隊長又は副隊長のうち１名を、航空消防活動指揮者に指定す

る。ただし、隊長又は副隊長を防災ヘリに乗り組ませることができないときは、防災ヘリに乗り組む救

急救助員の中から指定するものとする。 

２ 航空消防活動指揮者は、防災ヘリに乗り組んで、法その他の関係法令の規定により機長が行うことと

されている権限を除き、航空消防活動の実施に関し航空消防活動従事者を指揮監督する。 

３ 航空消防活動指揮者は、前項の指揮監督に当たっては、隊員の任務及び分担業務が適正に執行され、

当該業務が効果的かつ安全に遂行できるよう努めなければならない。 

（出発の承認等） 

第13条 機長は、飛行計画を作成したときは、運航安全管理者の承認を受けなければならない。承認を受

けた飛行計画を変更しようとするときも同様とする。ただし、飛行中に飛行計画を変更しようとする場

合において、通信機の故障その他の理由により連絡ができないときは、この限りでない。 

２ 機長は、航空消防活動を伴う飛行計画の作成に当たっては、当該航空消防活動の内容等について航空

消防活動指揮者と調整を図るものとする。 

３ 機長は、防災ヘリを出発させるに当たっては、運航責任者の承認を受けなければならない。 

４ 運航責任者は、気象の状況、航空消防活動の内容及びその実施場所の状況等を可能な限り詳細に把握

し、防災ヘリの出発の可否を判断するものとする。 

５ 航空消防活動指揮者は、防災ヘリの出発前に、他の航空消防活動従事者に対して当該航空消防活動の

目的、内容、現場の状況等について説明するものとする。ただし、出発前に説明の暇が無い場合におい

ては、出発後速やかに説明を行うものとする。 

６ 航空消防活動を行うために防災ヘリを運航しようとするときは、運航責任者、機長及び航空消防活動

指揮者は、他の消防隊又は救急隊及び関係機関との連携に十分配慮するものとする。 

（機長及び航空消防活動指揮者の運航中の安全対策） 

第14条 機長及び航空消防活動指揮者は、防災ヘリの運航中は、運航体制、周辺の気象の状況及び地理的

条件、防災ヘリの機体の特性、操縦士の操縦技能等を踏まえ、安全管理に十分配慮し、必要に応じて航

空消防活動を中止する判断を行うものとする。 

２ 機長又は航空消防活動指揮者は、航空消防活動を中止する判断を行った場合は、速やかにその旨を運

航責任者に報告するものとする。 

（運航責任者の運航中の安全対策） 

第15条 運航責任者は、防災ヘリの運航中は、衛星通信を活用した防災ヘリの動態を管理するシステム等

による飛行状況の監視及び航空消防活動の現場の状況、気象の状況その他の航空消防活動に関する情報

の収集を行い、必要に応じて機長及び航空消防活動指揮者に当該情報を提供するとともに、航空消防活

動を安全に実施することが困難であると認める場合には、機長及び航空消防活動指揮者に対し、航空消

防活動を中止するよう指示するものとする。 

（運航計画） 

第16条 運航責任者は、航空消防活動及び自隊訓練等を適正かつ円滑に行うため、防災ヘリの運航計画を

定めなければならない。 

２ 運航計画は、北海道消防防災ヘリコプター年間運航計画（様式第１号）及び北海道消防防災ヘリコプ

ター月間運航計画（様式第２号）により定めるものとする。 

（運航範囲） 

第17条 防災ヘリは、次に掲げる活動で、防災ヘリの特性を十分に活用することができ、かつ、その必要

性が認められる場合に運航するものとする。 

 (1) 災害応急対策活動 



 

 

 (2) 救急活動 

 (3) 救助活動 

 (4) 火災防御活動 

 (5) 広域航空消防防災応援活動 

 (6) 災害予防活動 

 (7) 自隊訓練 

 (8) その他総括管理者が必要と認める活動 

２ 防災ヘリの運航は、原則として午前８時45分から午後５時30分までとする。ただし、次条に規定する

緊急運航の場合は、この限りでない。 

（緊急運航） 

第18条 前条第１項第１号から第５号までに規定する運航（以下「緊急運航」という。）は、緊急運航以

外の運航（以下「通常運航」という。）に優先する。 

２ 防災ヘリの通常運航中に緊急運航を要する事態が生じた場合には、運航責任者は、直ちに機長及び航

空消防活動指揮者に連絡し、緊急運航への対応を指示するものとする。 

３ 緊急運航に関し必要な事項は、別に定める。 

（運航に伴う報告） 

第19条 航空消防活動指揮者は、通常運航業務を終了したときは飛行報告書（様式第３号）を、緊急運航

業務を終了したときは緊急運航業務報告書（様式第４号）を作成し、速やかに運航責任者に報告しなけ

ればならない。 

（飛行場外離着陸場） 

第20条 運航責任者は、市町村等と協議して、法第79条ただし書の規定による飛行場外離着陸場及び法第

81条の２の規定による緊急離着陸場を確保しておくとともに、常にその実態把握に努めるものとする。 

 

第５章 防災ヘリの整備 

（整備点検等） 

第21条 総括管理者は、法第23条及び第25条に定める技能証明を有する整備士による整備点検を受けなけ

れば、防災ヘリを航空の用に供してはならない。 

２ 運航責任者は、航空機等を適切に管理し、常に航空機等の性能を最大限発揮できる状態にしておかな

ければならない。 

３ 運航責任者は、四半期毎の整備計画を作成しなければならない。 

４ 防災ヘリの整備点検は、航空関係法令によるほか、共同運航機関が定める規程等を準用し、適切に行

われなければならない。 

（整備責任者） 

第22条 防災航空室に整備責任者を置く。 

２ 防災航空室長は、隊員のうち共同運航機関が指定した整備士を、整備責任者に指定するものとする。 

３ 整備責任者は、運航安全管理者と連携して運航責任者を補佐し、航空機等の整備並びに格納庫、駐機

場等の施設及び物資の保守管理を行うものとする。 

（検査員） 

第23条 防災航空室に検査員を置く。 

２ 防災航空室長は、隊員のうち共同運航機関が指定した整備士を、検査員に指定するものとする。 

３ 前項の指定に当たっては、整備責任者に検査員を兼ねさせることができるものとする。 

４ 検査員は、航空機等の整備作業について最終確認するものとする。 

（機付長） 



 

 

第24条 防災航空室に機付長を置く。 

２ 防災航空室長は、隊員のうち共同運航機関が指定した整備士を、防災ヘリの機体ごとに機付長に指定

するものとする。 

３ 前項の指定に当たっては、整備責任者又は検査員に機付長を兼ねさせることができるものとする。 

４ 機付長は、担当する防災ヘリの整備及び管理を行うものとする。 

 

   第６章 使用手続 

（使用予定表） 

第25条 防災ヘリの使用（緊急運航及び自隊訓練に係るものを除く。以下この章において同じ。）を予定

する者は、毎年２月末日までに翌年度の防災ヘリの使用予定について消防防災ヘリコプター使用年間予

定表（様式第５号）を提出し、かつ、使用月の前々月の末日までに当該使用月の使用予定について、消

防防災ヘリコプター使用月間予定表（様式第６号）を総括管理者に提出しなければならない。 

（防災ヘリの使用申請） 

第26条 防災ヘリを使用しようとする者は、消防防災ヘリコプター使用申請書（様式第７号）により、使

用する日の15日前までに総括管理者に申請しなければならない。 

（防災ヘリの使用承認） 

第27条 総括管理者は、前条の申請があったときは、その使用目的、使用内容等を審査の上、適当と認め

るときは、その使用を承認するものとする。 

２ 総括管理者は、前項の規定により使用を承認した場合は、消防防災ヘリコプター使用承認書（様式第

８号）を交付するものとする。 

 

   第７章 安全管理等 

（安全管理） 

第28条 総括管理者は、航空関係法令及び国土交通大臣の定める航空機の運用限界等指定書を踏まえ、航

空消防活動の適正な執行体制及び航空事故防止対策を確立し、安全管理の適正を期さなければならな

い。 

２ 運航責任者は、隊員の任務及び分担業務の適正な執行を確保するなど、安全管理に万全を期するとと

もに、航空機等を格納する施設の適正な保守管理を行わなければならない。 

３ 運航責任者は、毎年の航空機事故の防止に関する計画を策定しなければならない。 

（隊員の心構え） 

第29条 隊員は、業務に関する知識及び技量の維持向上に努めるとともに、相互に連携し、航空安全の確

保を最優先にして任務を遂行するものとする。 

（搭乗者の遵守事項） 

第30条 搭乗者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

 (1) 機体周辺及び機内では、機長等の指示に従うこと。 

 (2) 承認された飛行以外の飛行を機長に要求しないこと。 

 (3) 飛行中は、機内の機器、ドア又は窓にみだりに触れないこと。 

 (4) 機内から書類その他の物件を投棄しないこと。 

 (5) 可燃性物質その他の危険物を機内に持ち込まないこと。 

 

   第８章 教育訓練等 

（教育訓練等の実施） 

第31条 総括管理者は、隊員の教育訓練等を実施するために必要な訓練体制及び施設、設備並びに教材の



 

 

整備を図り、隊員の養成及び資質の向上に努めなければならない。 

２ 運航責任者は、航空消防活動を効率的に行うため、市町村及びその他の関係機関と連携の上、必要な

訓練を実施しなければならない。 

（教育訓練） 

第32条 運航責任者は、自隊訓練として次に掲げる教育訓練を行うものとする。 

(1) 航空消防活動従事者の技能の習得維持に必要な訓練 

(2) 航空機の安全且つ効率的な運航のために全ての利用可能な人員、資機材及び情報を効果的に活用す

る措置（ＣＲＭ）を円滑に実施するための訓練 

(3) その他、航空消防活動従事者の安全の確保に資する訓練 

（操縦士等の養成訓練） 

第33条 運航責任者は、共同運航機関と協力し、操縦士及び整備士に必要な技能を習得させるため、養成

訓練を行うものとする。 

（操縦士の操縦技能の確認） 

第34条 運航責任者は、操縦士の効率的な養成及び安全かつ確実な航空消防活動に資するため、毎年、防

災航空隊の操縦士の操縦技能の確認を行うものとする。 

（教育訓練等基本計画及び実施計画） 

第35条 運航責任者は、第32条に規定する教育訓練、第33条に規定する操縦士等の養成訓練及び前条に規

定する操縦士の操縦技能の確認を行うため、次に掲げる事項について定めた教育訓練等基本計画を作成

するものとする。 

 (1) 教育訓練等の目標及び内容並びにその実施方法 

 (2) 教育訓練等に係る安全管理対策 

 (3) 前各号に定めるもののほか、教育訓練等を効果的かつ安全に実施するために必要な事項 

２ 運航責任者は、前項の教育訓練等基本計画に基づき、毎年度、次に掲げる事項について定めた教育訓

練等実施計画を作成するものとする。 

(1) 年間の教育訓練等の目標及び内容並びにその実施方法 

 (2) 年間の教育訓練等の対象者 

 (3) 年間の教育訓練等の時間数及び実施時期 

 (4) 前各号に定めるもののほか、年間の教育訓練等を円滑に実施するために必要な事項 

 

   第９章 事故対策等 

（捜索及び救護体制の確立） 

第36条 総括管理者は、航空事故が発生するおそれ若しくは発生した疑いのある場合、又は航空事故が発

生した場合の捜索救難等の初動体制及びその後の処理に関する体制を確立しておかなければならない。 

（航空事故発生時の措置） 

第37条 機長は、防災ヘリの運航中に、機体の故障、気象の急変等により航空事故が発生するおそれがあ

る場合、又は発生した場合は、人命、財産に対する危難の防止に最善の手段を尽くすなど、万全の措置

を講じ、その状況を運航責任者に直ちに報告しなければならない。 

２ 運航責任者は、前項の規定による報告を受け、又は同項に規定する防災ヘリの故障等に関する情報を

入手した場合には、直ちに所要の捜索救難活動を開始するとともに、その旨を総括管理者に報告しなけ

ればならない。 

（事故報告） 

第38条 総括管理者は、法第76条第１項に規定する事故が発生した場合は、国土交通大臣及び消防庁長官

にその旨を報告するとともに、直ちにその原因、損害等について調査し、その結果を知事に報告しなけ



 

 

ればならない。 

 

   第10章 雑 則 

（記録及び保存） 

第39条 運航責任者は、航空関係法令に基づく記録のほか、航空消防活動に関する記録を整理、保存して

おかなければならない。 

（その他） 

第40条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成８年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成19年６月１日から施行する。 

この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



月 項目 回数 時間 機体 訓練場所 細 目

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

8月

小計

9月

小計

7月

小計

小計

小計

様式第１号（第16条関係）

北海道消防防災ヘリコプター年間運航計画（　　年度）

北海道総務部危機対策局危機対策課防災航空室

4月

5月

6月

小計



月 項目 回数 時間 機体 訓練場所 細 目

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00

0:00総計

2月

小計

3月

小計

はまなす１号 計

はまなす２号 計

11月

小計

12月

小計

1月

小計

10月

小計



様式第２号（第16条関係）

　　年 　　月 北海道消防防災ヘリコプター月間運航計画

はま１ はま２

0 0

算定方法

日 曜 午　　　　前 場所 担当 午　　　　後 場所 担当

３　合同訓練は1行程3回で計算

※　整備計画の参考資料として記載して

　いるもの

ホイスト回数

ホイスト使用回数

１　連携、応用（山岳）は1行程3回×6行程

　で計算（派遣前は1行程4回）

２　応用（水難）は種目内容によって適宜

　計算



操縦士

整備士

救急救助員

出発時間 実飛行時間

到着時間 使用燃料

飛 行 時 間 個数 重 量

様式第３号（第19条関係）

　運航責任者（防災航空室長）　様

飛　行　報　告　書

年　　月　　日

報告者（航空消防活動指揮者）　　　　　　　印

飛行時間
　　時　　　分 　時間　　　分

　　時　　　分 　　　㍑

参考事項

搭乗者及び

搭載物資

搭　　　乗　　　者 搭　　載　　物　　資

氏 名 品 名

飛行年月日

業務内容

飛行経路

乗
組
員
氏
名

(航空消防活動
指揮者に○印)



様式第４号（第19条関係）

災害種別
要 請 機 関 名 及 び

連 絡 先 職 氏 名

日

運航責任者（防災航空室長）　　様

航空消防活動指揮者 ㊞

緊　急　運　航　業　務　報　告　書

令和 年 月

時 分

発 生 場 所
及 び 目 標

要 請 方 法 電話 ・ FAX 要 請 日 時 月

日 （ ）
発　　生
日　　時

令和 年 月

ｍ 注意報・警報

要 請 者 受信者

日 時 分

着 陸 場 所

着 陸 場 所 へ の
到 着 時 間

燃料補給量 ㍑

現 地 の
気 象

活　　　　　　動　　　　　時　　　　　　間

－ ｍ 気温 ℃

視程 Km以上 雲高

天候 風向 － 風速

出　　　動

操縦士及び整備士 救急救助員

Ｐ

Ｃ

Ｍ

航指

Ｒ１

Ｒ２

実飛行時間
出動　～　帰隊



】 】

/ 】 ℃】瞳孔【右: mm(対光: ) mm(対光:

回 Kg

救 助 回 人 情 報 収 集

消 火 回 ㍑ 資 機 材 搬 送

回

人 調 査 回

人 員 輸 送 回 人 そ の 他 回

救 急 回

災

害

概

況

　
傷

病

者

状

況

【要救助者情報】

氏名等 ： 歳 生年月日 　性

住　所 ：

ＧＣＳ【Ｅ: Ⅴ: 回/分】回/分】 脈拍【Ｍ: 呼吸回数【

【観察結果（バイタル等）】

意識レベル【ＪＣＳ

救急救命（応急）処置 実施者 救急救命（応急）処置 実施者 救急救命（応急）処置 実施者

)】SPO2【 　％】血圧【 体温【 左:

体温･脈拍･呼吸･
意識･顔色の観察

酸素投与 気管挿管チューブ内吸引

口腔内吸引 異物除去（鉗子・吸引器）

血圧測定 気道確保（経口） 在宅療法継続

血中酸素飽和度測定 気道確保（用手） 異物除去（ﾊｲﾑﾘｯｸ・背部叩打）

心電図 人工呼吸（呼気吹込み） 精神科領域の処置

体位･安静の維持、保温 気道確保（経鼻） 小児科領域の処置

骨折の固定 胸骨圧迫

心音・呼吸音の聴診 人工呼吸（ﾊﾞｯｸﾞﾏｽｸ） 産婦人科領域の処置

別紙１
特
記
事
項

血圧保持（ｼｮｯｸﾊﾟﾝﾂ） 自己注射可能エピネフリン 血糖測定、特定行為の実施の有無 □

活
　
動
　
内
　
容

時 分 飛行決心

圧迫止血 自動心マッサージ器使用



別紙１

除
細
動

実施 指示医師

2回目

1回目

4回目

所属医療機関

実施回数 確認波形 確認時間 指示時間 放電時間 実施場所 実施者 備考

3回目

気
道
確
保

初回

実施 指示

6回目

5回目

使用器具 指示内容

指示内容 合計放電数 0 回

指示医師 所属医療機関

固定位置

適応判断理由

気管挿管 Cormackｸﾞﾚｰﾄﾞ 適応番号 喉頭鏡

指示時間 実施時間 実施結果

抜去時間 理由

実施者

２回目

実施 指示 指示医師 所属医療機関

使用器具 指示内容

実施者

抜去時間 理由

固定位置

適応判断理由

指示時間 実施時間 実施結果

気管挿管 Cormackｸﾞﾚｰﾄﾞ 適応番号 喉頭鏡

実施者 穿刺部位

実施結果 ㎎/㎗ 中止時間 理由

実施 実施時間

２回目
実施 実施時間 実施者 穿刺部位

初回

実施結果 ㎎/㎗ 中止時間 理由

静
脈
路
確
保

初回

実施 指示 指示医師

血
糖
値
測
定

　 所属医療機関

適応 指示時間 指示内容

輸液速度 中止時間

実施時間 実施者 輸液量

確保血管 穿刺針 G

適応 指示時間 指示内容

実施結果

実施 指示 指示医師 　 所属医療機関

実施時間 実施者 輸液量

確保血管 穿刺針 G

実施結果

薬
剤
投
与

実施 理由 指示医師 所属医療機関

２回目

3回目

7回目

輸液速度 中止時間

指示内容

実施回数 投与前波形 指示時間 実施者 実施時間 薬剤名 使用量

㎖ ##

2回目

1回目

㎖ ##

㎖ ##

4回目 ㎖ ##

㎖ ##

6回目

5回目

㎖ ##

㎖ ##

8回目 ㎖ ##

㎎

㎖ ##

実施結果 ﾌﾞﾄﾞｳ糖投与数 0 ㎖ ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ投与数 0

以降



総括管理者

様式第５号（第25条関係）

消防防災ヘリコプター使用年間予定表（　　年度）

第　　　　　号

年　　月　　日

北海道総務部危機管理監　様

申請者

機関の長　

連 絡 先　

電　　話　

担 当 者  

　　　　年　　月の消防防災ヘリコプターの使用計画は、次のとおりです。

使 用 日 使 用 目 的 飛 行 区 域 摘 要



総括管理者

様式第６号（第25条関係）

消防防災ヘリコプター使用月間予定表（　　月）

第　　　　　号

年　　月　　日

北海道総務部危機管理監　様

申請者

機関の長　

連 絡 先　

電　　話　

担 当 者  

　　　　年　　月の消防防災ヘリコプターの使用計画は、次のとおりです。

使 用 日 使 用 目 的 飛 行 区 域 摘 要



１　使用日時

５　搭乗者所属 職 氏 名 男・女 年 齢 備 考

　

（注）使用に係る事業計画等を添付すること。

北海道消防防災ヘリコプターを次により使用したいので申請します。

様式第７号（第26条関係）

消防防災ヘリコプター使用申請書

第　　　　　号

年　　月　　日

総　括　管　理　者

北海道総務部危機管理監　様

申請者　　　　　　　　　　　　　　 　 

（担当者　　　　　　　℡　　　　　　）

４　使用内容

年　　月　　日（　）　　　時　　分　～　　時　　分

２　使用目的

３　飛行経路



　（申請者）　　　　　　　　　様

様式第８号（第27条関係）

消防防災ヘリコプター使用承認書

第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道総務部危機管理監

　　　　年　　月　　日付け　　第　　号で申請のありました消防防災ヘリコプターの使用に

ついては、次のとおり承認します。

１　使用条件

（１）目的

（２）飛行経路

（３）搭乗者

（総務部危機対策局危機対策課防災航空室）

２　出発日時

３　出発場所

４　飛行可否の連絡


